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１ 目 的 

  子の出生予定のある男性職員に対して、所属長及び班長等（班長又は上司、以下

同じ。）が面談を行い、出生時の休暇取得や育児休業の積極的な取得を働きかける

ことにより、男性職員の育児休業等の取得促進を図る。 

 

２ 実施方法 

① 子の出生予定のある男性職員は、子の出生予定日が分かったら速やかに（遅く

とも出生予定日の２か月前までに）、班長等に出生予定日を申し出る。 

② 班長等は、啓発資料を当該職員に手渡し、１週間以上の育児休業や出生時の休

暇（出生予定日の前後８週間に５日以上）の取得を積極的に働きかけるととも

に、出生予定日の前後８週間における５日以上の休暇等の取得計画と子育て支

援制度利用計画を「イクメンシート」に記入するよう依頼する。 

③ 当該職員は、配偶者（パートナー）と相談しながら「イクメンシート」を作成

して、班長等に提出する。 

④ 班長等は、所属長に当該職員の子の出生予定を報告し、所属長、班長等及び当

該職員の三者で行うイクメンサポート面談の日時を調整する。 

⑤ 所属長及び班長等は、提出された「イクメンシート」をもとに当該職員と面談

を行い、育児休業取得の意向を確認するとともに、育児休業を取得しない理由

が仕事にある場合は、取得可能となるよう最大限配慮することを伝え、取得を

働きかける。なお、所属長による面談が困難な場合は、所属長が指定する者が

面談を行い、その結果を所属長へ報告するものとする。 

⑥ 当該職員は、所属長及び班長等から助言を受けて完成させた「イクメンシート」

を所属長及び班長等に提出し、三者それぞれが保管する。 

⑦ 所属長は、当該職員が作成した「イクメンシート」を局主管課（人事担当）に

提出する。局主管課は、「イクメンシート」の計画内容を確認するとともに、

必要に応じて助言等を行う。 

⑧ 所属長及び班長等は、当該職員が計画どおり育児休業等が取得できるよう効率

的な業務の執行に努めるとともに、他の職員にも配慮しながら、必要に応じて

事務分担を変更し、あるいは、人事担当と連携して代替要員を確保するなど、

職場全体でサポートする職場環境づくりに努める。 
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⑨ 班長等は、当該職員の子の出生前後８週間における休暇等の取得状況を適宜確

認し、予定していた日に休暇が取得できなかった場合には、ほかの日に取得を

促すなど、当初予定していた日数分の休暇が取得できるよう配慮する。また、

取得実績を「イクメンシート」に記入する。 

⑩ 当該職員は、子の出生後８週間を経過後、新たに育児休業等の制度を利用する

場合は、必要に応じて「イクメンシート」を更新し、所属長及び班長等に提出

する。 

⑪ 所属長及び班長等は、必要に応じて当該職員と面談を実施し、変更内容を確認

するとともに、局主管課に報告する。 

⑫ 当該職員に異動があった場合、異動先で利用する子育て支援制度がある場合は、

当該職員から異動先の所属長及び班長等に「イクメンシート」を提出し、必要

に応じて面談を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（所管：人事局人事課監察室） 

①子の出生予定日判明後、速やかに班長等へ申出 

②男性職員へ １啓発資料を手渡し ２休暇･休業等 
取得を働きかけ ３「イクメンシート」の作成依頼 

所  属  長 

⑤「イクメンシート」を提出 

③報告 
面談日時調整 

 

④「イクメンシート」・ヒアリング項目チェック
表などを準備して三者面談 

・所属長から１週間以上の育児休業取得について積 
極的に働きかけ 

・出生前後８週間に５日以上の休暇等の取得を計画 

・子育て支援制度の利用希望を確認 

・育児休業を取得しない場合、理由等を確認 

・「イクメンシート」を完成・三者各自保管 

⑥ 執行体制の整備 

・休暇・休業等取得へ
の配慮 

・周囲への協力依頼 
・事務分担の見直し 
・代替職員の確保 等 局主管課 
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